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(57)【要約】
【課題】車用部品を貸出することで、販売するよりも安
い価格で車用部品を提供でき、この結果、車用部品の販
売増加に寄与できる車用部品提供システムを提供する。
【解決手段】この車用部品提供システム１は、管理サー
バ３と、店舗８に設置され、管理サーバ３に通信接続さ
れた店舗端末４とを備え、管理サーバ３は、車用部品毎
の貸出状況に関する部品側貸出情報を含む車用部品デー
タベースＤＢ１と、個客毎の車用部品の貸出返却履歴に
関する履歴情報を含む個客データベースＤＢ２とを備え
、車用部品が個客に貸出されるとき、店舗端末４に、貸
出手続として、当該貸出のための各種情報が入力され、
この入力に基づいて、管理サーバ３は、車用部品データ
ベースＤＢ１の部品側貸出情報及び個客データベースＤ
Ｂ２の履歴情報を更新する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　個客に対して車用部品の貸出を行う車用部品提供システムであって、
　前記車用部品の貸出を管理する管理サーバと、
　個客に対して前記車用部品の貸出を行う店舗に設置され、前記管理サーバに通信接続さ
れた店舗端末とを備え、
　前記管理サーバは、車用部品毎の貸出状況に関する部品側貸出情報を含む車用部品デー
タベースと、個客毎の車用部品の貸出返却履歴に関する履歴情報を含む個客データベース
とを備え、
　前記車用部品が個客に貸出されるとき、前記店舗端末に、貸出手続として、当該貸出の
ための各種情報が入力され、この入力に基づいて、前記管理サーバは、前記車用部品デー
タベースの前記部品側貸出情報及び前記個客データベースの前記履歴情報を更新し、
　前記車用部品が前記個客から返却されるとき、前記店舗端末に、返却手続として、当該
返却のための各種情報が入力され、この入力に基づいて、前記管理サーバは、前記車用部
品データベースの前記部品側貸出情報及び前記個客データベースの前記履歴情報を更新す
る
車用部品提供システム。
【請求項２】
　前記店舗端末が設置された前記店舗が複数箇所に設置されており、
　前記個客からの前記車用部品の返却が、前記車用部品が貸出された前記店舗とは別の前
記店舗で行われ、前記別の店舗の前記店舗端末に前記返却手続が入力され、この入力に基
づいて、前記管理サーバは、前記車用部品データベースの前記部品側貸出情報及び前記個
客データベースの前記履歴情報を更新する
請求項１に記載の車用部品提供システム。
【請求項３】
　前記管理サーバに通信接続可能な個客端末を備え、
　前記個客データベースの前記履歴情報は、個客の車用部品の買取履歴を含み、前記車用
部品データベースは、車用部品毎の買取状況に関する部品側買取情報を含み、
　前記車用部品が個客に買取されるとき、前記個客端末又は前記店舗端末に、買取手続と
して、当該買取のための各種情報が入力され、その入力に基づいて、前記管理サーバは、
前記車用部品データベースの前記部品側買取情報及び前記個客データベースの前記履歴情
報を更新する
請求項１又は請求項２に記載の車用部品提供システム。
【請求項４】
　前記管理サーバに通信接続可能な個客端末を備え、
　前記個客データベースの前記履歴情報は、個客の車用部品の貸出予約履歴を含み、前記
車用部品データベースは、車用部品毎の貸出予約状況に関する部品側貸出予約情報を含み
、
　前記車用部品が個客に貸出予約されるとき、前記個客端末又は前記店舗端末に、貸出予
約手続として、当該貸出予約のための各種情報が入力された場合、この入力に基づいて、
前記管理サーバは、前記車用部品データベースの前記部品側貸出予約情報及び前記個客デ
ータベースの前記履歴情報を更新する
請求項１から請求項３のうちの一項に記載の車用部品提供システム。
【請求項５】
　前記管理サーバに通信接続可能な個客端末を備え、
　前記管理サーバは、前記個客端末又は前記店舗端末に、前記車用部品を貸出するための
前記貸出手続と共に車両への前記車用部品の取り付けを依頼する部品取付依頼が入力され
た場合、その入力に基づいて、前記個客データベースの前記履歴情報に、前記部品取付依
頼が有った旨の情報を追加する
請求項１から請求項４のうちの一項に記載の車用部品提供システム。
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【請求項６】
　前記管理サーバに通信接続可能な個客端末を備え、
　前記管理サーバは、前記車用部品データベースに基づいて、車用部品一覧リストを生成
し、前記個客端末又は前記店舗端末からの前記車用部品一覧リストの閲覧要求に応じて、
前記車用部品一覧リストを前記個客端末の表示部又は前記店舗端末の表示部に表示させる
請求項１から請求項５のうちの一項に記載の車用部品提供システム。
【請求項７】
　前記個客データベースは、個客毎の決済口座情報を含み、
　前記管理サーバは、個客が前記車用部品の貸出料金の支払方法として自動引落を選択し
ている場合、前記個客データベースに基づいて前記個客の決済口座情報を検索し、所定の
決済機関サーバに対して、前記個客の決済口座情報で指定された決済口座から前記管理サ
ーバの管理者の決済口座に、前記貸出料金を引き落とすための引落処理を行わせる
請求項１から請求項６のうちの一項に記載の車用部品提供システム。
【請求項８】
　前記個客データベースは、個客毎の決済口座情報を含み、
　前記管理サーバは、個客が前記車用部品の買取料金の支払方法として自動引落を選択し
ている場合、前記個客データベースに基づいて前記個客の決済口座情報を検索し、所定の
決済機関サーバに対して、前記個客の決済口座情報で指定された決済口座から前記管理サ
ーバの管理者の決済口座に、前記買取料金を引き落とすための引落処理を行わせる
請求項３に記載の車用部品提供システム。
【請求項９】
　前記店舗端末への入力操作は、前記個客が行う
請求項１から請求項８のうちの一項に記載の車用部品提供システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、自動車などの車両に取り付けられる車用部品を貸出するための車用部品提
供システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、自動車などの車両に取り付けられる車用部品を個客に提供する形態としては、販
売が一般的に行われており、貸出は行われていなかった（特許文献１）。このため、個客
は、車用部品を少しの間だけ使用したい場合（例えば、自動車で遠出したとき、その道の
りの途中で積雪に見舞われ、その積雪区間だけ雪道用タイヤが必要になった場合）でも、
車用部品（例えば積雪用タイヤ）を購入する必要があるため、使用頻度を考えると、個客
の購入費負担が大きくなるという問題があった。また、使用頻度と購入費負担とを考えた
結果、購入を断念する場合もあるが、このような場合が増加すれば、当該車用部品の販売
が低迷するという問題があった。
【０００３】
　また、車用部品の価格が高い場合は、当該車用部品は売れ難くなるが、個客に当該車用
部品を一度使用して貰って、当該車用部品の性能の良さを実感して貰うことで、個客に当
該車用部品を購入して貰い易くなる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００７－２５７５９７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　そこで、この発明は、車用部品を貸出することで、販売するよりも安い価格で車用部品
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を提供でき、この結果、車用部品の販売増加に寄与することができる車用部品提供システ
ムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この発明は、個客に対して車用部品の貸出を行う車用部品提供システムであって、前記
車用部品の貸出を管理する管理サーバと、個客に対して前記車用部品の貸出を行う店舗に
設置され、前記管理サーバに通信接続された店舗端末とを備え、前記管理サーバは、車用
部品毎の貸出状況に関する部品側貸出情報を含む車用部品データベースと、個客毎の車用
部品の貸出返却履歴に関する履歴情報を含む個客データベースとを備え、前記車用部品が
個客に貸出されるとき、前記店舗端末に、貸出手続として、当該貸出のための各種情報が
入力され、この入力に基づいて、前記管理サーバは、前記車用部品データベースの前記部
品側貸出情報及び前記個客データベースの前記履歴情報を更新し、前記車用部品が前記個
客から返却されるとき、前記店舗端末に、返却手続として、当該返却のための各種情報が
入力され、この入力に基づいて、前記管理サーバは、前記車用部品データベースの前記部
品側貸出情報及び前記個客データベースの前記履歴情報を更新する車用部品提供システム
である。
【０００７】
　この構成によれば、車用部品を個客に貸出することができるため、販売するよりも安価
な価格で車用部品を個客に提供することができる。これにより、個客が各種の車用部品を
使用する機会が増加し、これにより、個客が各種の車用部品の性能を実感できる機会が増
加し、この結果、各種の車用部品の販売増加に寄与することができる。
【０００８】
　また、車用部品の貸出状況が車用部品データベースで一括管理されるため、多種多様な
車用部品を扱っても、車用部品の管理を容易に行うことができる。また、個客による車用
部品の貸出返却履歴が個客データベースで一括管理されるため、個客による車用部品の貸
出返却履歴を容易に管理することができる。
【０００９】
　また、この発明の態様として、前記店舗端末が設置された前記店舗が複数箇所に設置さ
れており、前記個客からの前記車用部品の返却が、前記車用部品が貸出された前記店舗と
は別の前記店舗で行われ、前記別の店舗の前記店舗端末に前記返却手続が入力され、この
入力に基づいて、前記管理サーバは、前記車用部品データベースの前記部品側貸出情報及
び前記個客データベースの前記履歴情報を更新してもよい。
【００１０】
　この構成によれば、個客が車用部品を返却する際、車用部品が貸出された店舗まで行く
必要が無いため（即ち、最寄りの店舗で返却できるため）、車用部品を返却するために店
舗に行く負担を軽減することができる。
【００１１】
　また、この発明の態様として、前記管理サーバに通信接続可能な個客端末を備え、前記
個客データベースの前記履歴情報は、個客の車用部品の買取履歴を含み、前記車用部品デ
ータベースは、車用部品毎の買取状況に関する部品側買取情報を含み、前記車用部品が個
客に買取されるとき、前記個客端末又は前記店舗端末に、買取手続として、当該買取のた
めの各種情報が入力され、その入力に基づいて、前記管理サーバは、前記車用部品データ
ベースの前記部品側買取情報及び前記個客データベースの前記履歴情報を更新してもよい
。
【００１２】
　この構成によれば、個客端末又は店舗端末で買取手続を行うことで、貸出した車用部品
を買取に変更することができる。特に、個客が保有する個客端末で買取手続を行うことで
、車用部品を店舗まで返却しに行く手間を省くことができる。
【００１３】
　また、この発明の態様として、前記管理サーバに通信接続可能な個客端末を備え、前記
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個客データベースの前記履歴情報は、個客の車用部品の貸出予約履歴を含み、前記車用部
品データベースは、車用部品毎の貸出予約状況に関する部品側貸出予約情報を含み、前記
車用部品が個客に貸出予約されるとき、前記個客端末又は前記店舗端末に、貸出予約手続
として、当該貸出予約のための各種情報が入力され、この入力に基づいて、前記管理サー
バは、前記車用部品データベースの前記部品側貸出予約情報及び前記個客データベースの
前記履歴情報を更新してもよい。
【００１４】
　この構成によれば、車用部品の貸出予約を行うことができるため、個客が貸出したい日
に、確実に、車用部品を貸出することができる。即ち、他の個客に先に貸出されることを
回避することができる。
【００１５】
　また、この発明の態様として、前記管理サーバに通信接続可能な個客端末を備え、前記
管理サーバは、前記個客端末又は前記店舗端末に、前記車用部品を貸出するための前記貸
出手続と共に車両への前記車用部品の取り付けを依頼する部品取付依頼が入力された場合
、その入力に基づいて、前記個客データベースの前記履歴情報に、前記部品取付依頼が有
った旨の情報を追加してもよい。
【００１６】
　この構成によれば、車両への車用部品の取り付けを店舗の店員に依頼することができ、
これにより、個客による車用部品の取付負担を軽減することができる。また、部品取付依
頼は個客データベースに登録されるため、個客が部品取付依頼を行ったことを個客データ
ベースで管理することができる。
【００１７】
　また、この発明の態様として、前記管理サーバに通信接続可能な個客端末を備え、前記
管理サーバは、前記車用部品データベースに基づいて、車用部品一覧リストを生成し、前
記個客端末又は前記店舗端末からの前記車用部品一覧リストの閲覧要求に応じて、前記車
用部品一覧リストを前記個客端末の表示部又は前記店舗端末の表示部に表示させてもよい
。
【００１８】
　この構成によれば、個客端末の表示部又は前記店舗端末の表示部に車用部品一覧リスト
を表示させることができる。特に個客端末の表示部に車用部品一覧リストを表示させる場
合は、個客は、個客端末で、店舗に行く前に事前に、自分が貸出したい車用部品が未貸出
であるか否かを確認することができる。この結果、店舗に行ったけど、貸出したい車用部
品が無いという事態を回避することができる。
【００１９】
　また、この発明の態様として、前記個客データベースは、個客毎の決済口座情報を含み
、前記管理サーバは、個客が前記車用部品の貸出料金の支払方法として自動引落を選択し
ている場合、前記個客データベースに基づいて前記個客の決済口座情報を検索し、所定の
決済機関サーバに対して、前記個客の決済口座情報で指定された決済口座から前記管理サ
ーバの管理者の決済口座に、前記貸出料金を引き落とすための引落処理を行わせてもよい
。　
　この構成によれば、車用部品の貸出料金が個客の決済口座から管理者の決済口座に自動
的に引き落とされるため、個客の貸出料金の支払いの手間を省くことができる。
【００２０】
　また、この発明の態様として、前記個客データベースは、個客毎の決済口座情報を含み
、前記管理サーバは、個客が前記車用部品の買取料金の支払方法として自動引落を選択し
ている場合、前記個客データベースに基づいて前記個客の決済口座情報を検索し、所定の
決済機関サーバに対して、前記個客の決済口座情報で指定された決済口座から前記管理サ
ーバの管理者の決済口座に、前記買取料金を引き落とすための引落処理を行わせてもよい
。　
　この構成によれば、車用部品の買取料金が個客の決済口座から管理者の決済口座に自動
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的に引き落とされるため、個客の買取料金の支払いの手間を省くことができる。
【００２１】
　　また、この発明の態様として、前記店舗端末への入力操作は、前記個客が行ってもよ
い。
【００２２】
　この構成によれば、店舗端末への入力操作を行う店員を無くすことができ、これにより
、人件費を削減することができる。
【発明の効果】
【００２３】
　この発明によれば、車用部品を貸し出しすることで、販売するよりも安い価格で車用部
品を提供でき、この結果、車用部品の販売増加に寄与することができる車用部品提供シス
テムを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明の実施形態に係る車用部品提供システムの構成図。
【図２】（ａ）は車用部品データベースの構成図、（ｂ）は個客データベースの構成図。
【図３】車用部品一覧リストの一例を示す図。
【図４】貸出手続の処理の流れ（個客側）を説明するフローチャート。
【図５】貸出手続の処理の流れ（システム側）を説明するフローチャート。
【図６】貸出手続画面の一例を示す図。
【図７】返却手続の処理の流れ（個客側）を説明するフローチャート。
【図８】返却手続の処理の流れ（システム側）を説明するフローチャート。
【図９】返却手続画面の一例を示す図。
【図１０】買取手続の処理の流れ（システム側）を説明するフローチャート。
【図１１】返却手続画面の一例を示す図。
【図１２】買取手続の処理の流れの変形例を説明するフローチャート。
【図１３】車用部品一覧リスト閲覧手続の処理の流れを説明するフローチャート。
【図１４】貸出予約手続の処理の流れ（個客側）を説明するフローチャート。
【図１５】貸出予約手続の処理の流れ（システム側）を説明するフローチャート。
【図１６】貸出予約画面の一例を示す図。
【図１７】貸出予約の確認処理の流れを説明するフローチャート。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　この発明の一実施形態を以下図面と共に説明する。　
　図１～図１７を参照して、この実施形態に係る車用部品提供システム１について説明す
る。車用部品提供システム１は、自動車などの車両に取り付けられる各種の車用部品（例
えばタイヤ、サスペンション、座席シート、エアロパーツ、カーナビゲーション）を個客
に貸出するためのシステムである。
【００２６】
　＜構成説明＞　
　図１に示すように、車用部品提供システム１は、管理サーバ３と、個客への車用部品の
貸出を行うための各店舗８に設置された店舗端末４と、個客が使用する個客端末５と、支
払料金（例えば車用部品の貸出料金など）の自動引落を行う決済機関サーバ６とを備えて
いる。店舗８は１つ以上設置可能であるが、図１では２つだけ図示されている。個客端末
も１つ以上設置可能であるが、図１では１つだけ図示されている。
【００２７】
　管理サーバ３、各店舗端末４、個客端末５及び決済機関サーバ６は、通信回線網（例え
ば公衆回線網）９を介して互いに通信接続されている。管理サーバ３、各店舗端末４及び
決済機関サーバ６は、例えば有線方式で通信回線網９に通信接続されており、個客端末５
は、例えば無線方式で通信回線網９に通信接続されている。
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【００２８】
　各店舗８は、例えば、各地（例えば高速道路の各サービスエリア又は各パーキングエリ
ア）に設置されている。各店舗８には、貸出用の各種の車用部品が保管されている。貸出
用の各種の車用部品には、車用部品を識別するための部品識別情報が付されている。
【００２９】
　管理サーバ３は、車用部品データベースＤＢ１及び個客データベースＤＢ２を管理する
ものであり、パソコンなどのコンピュータ装置で構成されている。管理サーバ３は、管理
サーバ３を管理する管理者に保有されている。管理サーバ３は、車用部品データベースＤ
Ｂ１と、個客データベースＤＢ２と、車用部品一覧リスト生成部３１と、データ更新部３
２と、ウエブサイト制御部３３と、決済処理部３４とを備えている。
【００３０】
　図２（ａ）に示すように、車用部品データベースＤＢ１には、貸出用の車用部品毎に、
部品識別情報、適合車両情報、部品側貸出情報、部品側貸出予約情報、部品側買取情報、
及び、保管店舗情報などが互いに対応付けられて登録されている。
【００３１】
　部品識別情報は、当該車用部品を識別するための識別情報であり、例えば識別番号や部
品名などである。
【００３２】
　適合車両情報は、当該車用部品が適合する車両に関する情報であり、車両の車種名、年
式、グレート、及び、型式などの情報である。
【００３３】
　部品側貸出情報は、当該車用部品の現在の貸出状況に関する情報であり、当該車用部品
の貸出料金と、当該車用部品が貸出中であるか又は返却済（即ち未貸出）であるかの貸出
状況情報とを含み、当該車用部品が貸出中の場合は、貸出者情報（即ち貸出した個客の個
客識別情報）、貸出日、及び、返却予定日を更に含む。当該車用部品が返却された場合は
、当該車用部品の貸出者情報、貸出日、及び、返却予定日は削除される。
【００３４】
　部品側貸出予約情報は、当該車用部品の現在の貸出予約状況に関する情報であり、当該
車用部品の貸出予約が有るか否かの貸出予約状況情報を含み、貸出予約が有る場合は、貸
出予約者情報（即ち貸出予約を入れた個客の個客識別情報）、貸出予定日、及び、返却予
定日を更に含む。なお、当該貸出予約された車用部品が貸出履行された場合、当該部品側
貸出予約情報は、貸出履行日を貸出日とし、貸出予約者を貸出者とし、貸出予約した車用
部品を貸出した車用部品とした部品側貸出情報に変更される。
【００３５】
　部品側買取情報は、当該車用部品の現在の買取状況に関する情報であり、当該車用部品
を買取する場合の買取料金を含み、当該車用部品が買取された場合は、その旨（買取済）
を示す買取済情報を更に含む。　
【００３６】
　保管店舗情報は、車用部品が現在保管されている店舗の店舗情報（店舗名や所在地など
）である。
【００３７】
　図２（ｂ）に示すように、個客データベースＤＢ２には、個客毎に、個客識別情報と、
決済口座情報と、履歴情報とが互いに対応付けられて登録されている。
【００３８】
　個客識別情報は、個客を識別するための情報であり、例えば、個客に割り当てられた識
別番号である。
【００３９】
　決済口座情報は、個客の決済口座に関する情報であり、例えば、個客が開設した銀行機
関の口座番号、又は、個客が登録したクレジットカード会社のクレジット番号などである
。
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【００４０】
　履歴情報は、個客がした車用部品の貸出等（即ち貸出、返却、貸出予約、買取）の履歴
に関する情報であり、例えば、貸出等の履歴が時系列順に登録されたものである。
【００４１】
　個客が車用部品を貸出した場合は、履歴情報には、顧客の当該貸出履歴に関する貸出履
歴情報として、当該車用部品の部品識別情報、貸出料金、貸出日、返却予定日、貸出店舗
情報、部品取付依頼の有無、取付料金、支払料金（貸出料金及び取付料金）の支払方法の
情報が互いに対応付けられて登録される。
【００４２】
　また、個客が車用部品を貸出予約した場合は、履歴情報には、顧客の当該貸出予約履歴
に関する貸出予約履歴情報として、当該車用部品の部品識別情報、当該貸出予約が行われ
た貸出予約日、貸出料金、貸出予定日、貸出履行日、返却予定日、貸出店舗情報、部品取
付依頼の有無、取付料金、支払料金（貸出料金、取付料金）の支払方法が互いに対応付け
られて登録される。この貸出予約に対して貸出履行された場合は、履歴情報には、顧客の
当該貸出履行に関する貸出履行履歴情報として、買出履行された車用部品の部品識別情報
、及び、貸出履行日が互いに対応付けられた登録される。なお、貸出予約とは、貸出日前
又は貸出時前に貸出手続を行うことである。
【００４３】
　また、個客が車用部品を返却した場合は、履歴情報には、顧客の当該返却履歴に関する
返却履歴情報として、当該車用部品の部品識別情報、返却日、当該車用部品が返却された
返却店舗情報、部品取外依頼の有無、取外料金、取外料金の支払方法が互いに対応付けら
れて登録される。
【００４４】
　また、個客が車用部品を買取した場合は、履歴情報には、顧客の当該買取履歴に関する
買取履歴情報として、当該車用部品の部品識別情報、買取日、買取料金、買取料金の支払
方法が互いに対応付けられて登録される。
【００４５】
　なお、上記の貸出店舗情報とは、車用部品が貸出される店舗の情報であり、例えば店舗
名や所在地である。
【００４６】
　また、上記の部品取付依頼とは、個客が貸出した車用部品の車両への取り付けを店舗の
店員に依頼することであり、上記の取付料金とは、店員が車用部品を車両に取り付ける際
の手数料である。　
　また、上記の部品取外依頼とは、個客が貸出した車用部品の車両からの取り外しを店舗
の店員に依頼することであり、上記の取外料金とは、店員が車用部品を車両から取り外す
際の手数料である。　
　また、上記の支払方法は、例えば、登録された個客の決済口座情報で指定された決済口
座から管理サーバ３の管理者の決済口座への自動引落、又は、店舗での現金支払（即ち店
舗支払）である。
【００４７】
　車用部品一覧リスト生成部３１は、車用部品データベースＤＢ１に基づいて、貸出用の
車用部品の一覧リスト（車用部品一覧リスト）Ｇ０を生成する。また、車用部品一覧リス
ト生成部３１は、例えば、車用部品データベースＤＢ１の更新時、又は、店舗端末４又は
個客端末５からの車用部品一覧リストＧ０の閲覧要求時に、車用部品一覧リストＧ０を更
新する。
【００４８】
　図３に示すように、車用部品一覧リストＧ０は、貸出用の車用部品毎に、例えば、部品
名と、部品識別情報と、適合車両情報と、貸出中であるか否かや貸出予約が有るか否かや
買取済であるかを示す貸出状況情報と、貸出料金と、買取料金と、当該車用部品が保管さ
れた保管店舗情報とが表示されている。
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【００４９】
　図１に戻って、データ更新部３２は、各店舗端末４又は個客端末５から送信された各種
情報（即ち各店舗端末４又は個客端末５への入力情報）に基づいて、車用部品データベー
スＤＢ１及び個客データベースＤＢ２を更新する。即ち、データ更新部３２は、各データ
ベースＤＢ１，ＤＢ２に登録された各種情報のうち、上記の各種情報に対応する情報を更
新する。
【００５０】
　ウエブサイト制御部３３は、各店舗端末４又は個客端末５に入力されたウエブ画面操作
に基づいて、管理サーバ３のウエブサイトを構成するウエブ画面（例えばホーム画面、車
用部品一覧リスト、貸出手続画面、返却手続画面、貸出予約画面、買取手続画面）の切替
を行う。
【００５１】
　また、ウエブサイト制御部３３は、各種手続（例えば車用部品の貸出手続、貸出予約手
続又は買取手続）が各店舗端末４又は個客端末５に入力された場合、車用部品データベー
スＤＢ１を検索して、当該車用部品が既に貸出、貸出予約又は買取されている場合は、そ
の旨を当該店舗端末４又は当該個客端末５を介して店員又は個客に報知すると共に、当該
貸出手続、当該貸出予約手続又は当該買取手続を無効とする。
【００５２】
　決済処理部３４は、個客の支払料金（車用部品の貸出料金、取付料金、取外料金及び買
取料金）の支払方法が自動引落である場合、所定の決済機関が保有する決済機関サーバ６
に対して、当該支払料金を、個客データベースＤＢ２に登録された個客の決済口座情報で
指定された決済口座から管理サーバ３の管理者の決済口座に自動引落させるための引落処
理を行わせる。
【００５３】
　店舗端末４は、店舗８の店員が管理サーバ３にアクセスするために使用する端末であり
、例えばパソコンなどのコンピュータ装置で構成されている。店舗端末４は、各種手続（
即ち車用部品の貸出手続、返却手続、貸出予約、買取手続、又は、車用部品一覧リスト閲
覧手続など）のための各種情報の入力を受け付け、それらの入力情報に基づいて、管理サ
ーバ３の車用部品データベースＤＢ１及び個客データベースＤＢ２を更新する他に、管理
サーバ３のウエブサイトを閲覧するためのものである。
【００５４】
　店舗端末４は、管理サーバ３のウエブサイトのウエブ画面を表示可能な表示部４ａと、
上記の各種手続のための各種情報及び上記のウエブ画面に対する操作が入力される操作部
４ｂと、操作部４ｂに入力された上記の各種情報及び操作に基づいて、表示部４ａの表示
画面を制御すると共に管理サーバ３に対して車用部品データベースＤＢ１及び個客データ
ベースＤＢ２を更新させる制御部４ｃとを備えている。
【００５５】
　個客端末５は、個客が管理サーバ３にアクセスするために使用する端末であり、例えば
携帯端末又は据置型端末などのコンピュータ装置で構成されている。個客端末５は、各種
手続（即ち車用部品の貸出手続、返却手続、貸出予約手続、買取手続、又は、車用部品一
覧リスト閲覧手続など）のための各種情報の入力を受け付け、それらの入力情報に基づい
て、管理サーバ３の車用部品データベースＤＢ１及び個客データベースＤＢ２を更新する
他に、管理サーバ３のウエブサイトを閲覧するためのものである。
【００５６】
　個客端末５は、管理サーバ３のウエブサイトのウエブ画面を表示可能な表示部５ａと、
上記の各種手続のための各種情報及び上記のウエブ画面に対する操作が入力される操作部
５ｂと、操作部５ｂに入力された上記の各種情報及び操作に基づいて、表示部５ａの表示
画面を制御すると共に管理サーバ３に対して車用部品データベースＤＢ１及び個客データ
ベースＤＢ２を更新させる制御部５ｃとを備えている。
【００５７】
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　＜動作説明＞　
　次に図４～図１７に基づいて、車用部品提供システム１の動作を説明する。この動作説
明では、個客は、自分の個客識別情報、及び、自分の決済口座情報を車用部品提供システ
ム１の個客データベースＤＢ２に事前に登録しているものとする。まず図４及び図５に基
づいて、個客が車用部品を貸出する場合の動作を説明する。
【００５８】
　図４に示すように、ます個客が車（例えば自家用車）で何れかの店舗（例えば店舗８Ａ
）に行く（Ｓ１）。そして、個客は、その店舗８Ａに保管されている貸出用の各種の車用
部品の中から所望の車用部品を選択する（Ｓ２）。そして、個客は、選択した車用部品の
貸出手続を店舗８Ａの店員に依頼すると共には、貸出手続のための各種情報として、自分
の個客識別情報、貸出する車用部品の貸出日及び返却予定日、部品取付依頼の有無、及び
、支払料金（貸出料金等）の支払方法（即ち自動引落又は店舗支払）を店員に伝える（Ｓ
３）。この情報に基づいて、店員が、この店舗８Ａに設置された店舗端末４Ａを操作して
、個客が選択した車用部品の貸出手続を行う（Ｓ４）。
【００５９】
　この貸出手続で、貸出される車用部品の部品取付依頼が有る場合（Ｓ５でＹＥＳ）で、
更に、個客の支払方法が店舗支払である場合（Ｓ６でＹＥＳ）は、店員は、店舗８Ａの受
付で個客から支払料金（貸出料金及び取付料金）の支払いを受ける（Ｓ７）。その後、店
員が、個客の車両への当該車用部品の取り付けを行う（Ｓ８）。そして、処理は終了する
。他方、ステップＳ６の支払方法が店舗支払でない（即ち自動引落である）場合（Ｓ６で
ＮＯ）は、ステップＳ７が省略され、店員が、個客の車両への当該車用部品の取り付けを
行う（Ｓ８）。そして、処理が終了する。
【００６０】
　他方、ステップＳ４の貸出手続で、貸出される車用部品の部品取付依頼が無い場合（Ｓ
５でＮＯ）で、更に、個客の支払方法が店舗支払である場合（Ｓ９でＹＥＳ）は、店員は
、店舗８Ａの受付で個客から支払料金（貸出料金）の支払いを受ける（Ｓ１０）。その後
、個客が、自分の車両への当該車用部品の取り付けを行う（Ｓ１１）。そして、処理は終
了する。他方、ステップＳ９の支払方法が店舗支払でない（即ち自動引落である）場合（
Ｓ９でＮＯ）は、ステップＳ１０が省略され、個客が、自分の車両への当該車用部品の取
り付けを行う（Ｓ１１）。そして、処理が終了する。
【００６１】
　次に図５を参照して、図４のステップＳ４の貸出手続の内容を詳しく説明する。　
　図５に示すように、まず店員は、店舗８Ａに設置された店舗端末４Ａを操作して管理サ
ーバ３のウエブサイトにアクセスして（Ｓ１３）、ウエブサイトの貸出手続画面Ｇ１（図
６）への画面切替操作を行う（Ｓ１４）。この操作により、管理サーバ３は、貸出手続画
面Ｇ１のデータを店舗端末４Ａに送信して（Ｓ１５）、貸出手続画面Ｇ１を店舗端末４Ａ
の表示部４ａに表示させる（Ｓ１６）。
【００６２】
　そして図６に示すように、店員は、店舗端末４Ａを操作して、図４のステップＳ３で個
客が提示した各種情報に基づいて、貸出手続のための入力情報として、当該個客の個客識
別情報、貸出する車用部品の部品識別情報、及び、貸出情報（例えば、貸出日、返却予定
日、貸出が行われる貸出店舗情報、貸出料金、部品取付依頼の有無、部品取付依頼有りの
場合は取付料金、支払料金（貸出料金、取付料金など）の支払方法）を貸出手続画面Ｇ１
に入力する（Ｓ１７）。そして、店員は、店舗端末４Ａを操作して、貸出手続画面Ｇ１へ
の入力情報を確定する（Ｓ１８）。
【００６３】
　そして、貸出手続画面Ｇ１への入力情報が確定されると、店舗端末４Ａは、その入力情
報を管理サーバ３に送信する（Ｓ１９）。そして、管理サーバ３は、店舗端末４Ａから上
記の入力情報を受信すると、車用部品データベースＤＢ１に基づいて、当該貸出する車用
部品が既に貸出、貸出期間が重なる貸出予約、又は買取がされていないか否か（即ち貸出
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可能であるか否か）を検索する（Ｓ２０）。その検索の結果、当該車用部品が貸出可能で
ない場合（Ｓ２１でＮＯ）は、管理サーバ３は、ステップＳ１７の貸出手続のために入力
された入力情報を無効にし（Ｓ２２）、当該車用部品を貸出できない旨の通知を店舗端末
４Ａに送信し（Ｓ２３）、その通知内容を店舗端末４Ａが店員に報知する（Ｓ２４）。そ
して、処理が終了する。
【００６４】
　他方、ステップＳ２１の検索の結果、当該車用部品が貸出可能である場合（Ｓ２１でＹ
ＥＳ）は、管理サーバ３は、店舗端末４Ａから受信した上記の入力情報に基づいて、車用
部品データベースＤＢ１及び個客データベースＤＢ２に登録された各種情報のうちの対応
する情報を更新する（Ｓ２５）。
【００６５】
　具体的には、車用部品データベースＤＢ１では、貸出手続画面Ｇ１への上記の入力情報
に基づいて、当該車用部品の部品識別情報に対応付けられた部品側貸出情報内の各情報（
即ち、貸出状況情報、貸出者情報、貸出日及び返却予定日）が更新される。また、個客デ
ータベースＤＢ２では、貸出手続画面Ｇ１への上記の入力情報に基づいて、当該個客の個
客識別情報に対応付けられた履歴情報に、貸出する当該車用部品の貸出履歴に関する貸出
履歴情報として、例えば、当該車用部品の部品識別情報、貸出日、貸出料金、貸出店舗情
報、部品取付依頼の有無、取外料金、支払料金の支払方法などの情報が互いに対応付けて
登録される。
【００６６】
　そして、管理サーバ３は、店舗端末４Ａから受信した上記の各種情報に基づいて、支払
料金（車用部品の貸出料金、及び、部品取付依頼が有る場合は更に取付料金）の支払方法
が自動引落であるか否かを判定する（Ｓ２６）。その判定結果が自動引落である場合（Ｓ
２６でＹＥＳ）は、管理サーバ３は、個客データベースＤＢ２の当該個客の個客識別情報
に対応付けられている決済口座情報から当該個客の決済口座を検索する。そして、管理サ
ーバ３は、決済機関サーバ６に対し、上記の支払料金を、検索した個客の決済口座から管
理サーバ３の管理者の決済口座に引き落とすための引落処理を要求する（Ｓ２７）。この
要求に対し、決済機関サーバ６は、上記の引落処理を実行する（Ｓ２８）。そして、処理
が終了する。なお、ステップＳ２６の判定結果が自動引落でない（即ち店舗支払である）
場合（Ｓ２６でＮＯ）は、上記のステップＳ２７，Ｓ２８が省略されて処理が終了する。
【００６７】
　次に図７及び図８に基づいて、個客が車用部品を返却する場合の動作を説明する。
【００６８】
　図７に示すように、ます個客が車（例えば当該車用部品が取り付けられた車）で何れか
の店舗（例えば店舗８Ｂ）に行く（Ｓ３０）。そして、個客は、貸出した車用部品の返却
手続を店舗８Ｂの店員に依頼すると共に、返却手続のための各種情報として、自分の個客
識別情報、返却する車用部品の部品識別情報、部品取外依頼の有無、及び、取外料金の支
払方法を店員に伝える（Ｓ３１）。この情報に基づいて、店員が、この店舗８Ｂに設置さ
れた店舗端末４Ｂを操作して、個客が返却する車用部品の返却手続を行う（Ｓ３２）。
【００６９】
　この返却手続で、返却される車用部品の部品取外依頼が有る場合（Ｓ３３でＹＥＳ）で
、更に、個客の取外料金の支払方法が店舗支払である場合（Ｓ３４でＹＥＳ）は、店員は
、店舗８Ｂの受付で個客から当該取外料金の支払いを受ける（Ｓ３５）。その後、店員が
、個客の車両からの当該車用部品の取り外しを行い、当該車用部品が店舗８Ｂに返却され
る（Ｓ３６）。そして、処理は終了する。他方、ステップＳ３４の支払方法が店舗支払で
ない（即ち自動引落である）場合（Ｓ３４でＮＯ）は、ステップＳ３５が省略され、店員
が、個客の車両からの当該車用部品の取り外しを行い、当該車用部品が店舗８Ｂに返却さ
れる（Ｓ３６）。そして、処理が終了する。他方、上記の返却手続で、返却される車用部
品の部品取外依頼が無い場合（Ｓ３３でＮＯ）は、個客が、車両からの当該車用部品の取
り外しを行って、当該車用部品を店舗に返却する（Ｓ３７）。そして、処理が終了する。
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【００７０】
　次に図８を参照して、図７のステップＳ３２の返却手続の内容を詳しく説明する。図８
に示すように、まず店員は、店舗８Ｂに設置された店舗端末４Ｂを操作して管理サーバ３
のウエブサイトにアクセスして（Ｓ４０）、ウエブサイトの返却手続画面Ｇ２への画面切
替操作を行う（Ｓ４１）。この操作により、管理サーバ３は、返却手続画面Ｇ２のデータ
を店舗端末４Ｂに送信して（Ｓ４２）、返却手続画面Ｇ２を店舗端末４Ｂの表示部４ａに
表示させる（Ｓ４３）。
【００７１】
　そして図９に示すように、店員は、店舗端末４Ｂを操作して、図７のステップＳ３１で
個客が提示した各種情報に基づいて、返却手続のための各種情報として、当該個客の個客
識別情報、返却する車用部品の部品識別情報、及び、返却情報（例えば、返却日、返却を
受けた返却店舗情報、部品取外依頼の有無、部品取外依頼有りの場合は取外料金、取外料
金の支払方法）を返却手続画面Ｇ２に入力する（Ｓ４４）。そして、店員は、店舗端末４
Ｂを操作して、返却手続画面Ｇ２への入力情報を確定する（Ｓ４５）。
【００７２】
　そして、返却手続画面Ｇ２への入力情報が確定されると、店舗端末４Ｂは、その入力情
報を管理サーバ３に送信する（Ｓ４６）。そして、管理サーバ３は、店舗端末４Ｂから上
記の各種情報を受信すると、車用部品データベースＤＢ１及び個客データベースＤＢ２に
登録された各種情報のうちの対応する情報を更新する（Ｓ４７）。
【００７３】
　具体的には、車用部品データベースＤＢ１では、返却手続画面Ｇ２への上記の入力情報
に基づいて、当該車用部品の部品識別情報に対応付けられた部品側貸出情報内の貸出状況
情報が返却済（即ち未貸出）に変更され、貸出者情報、貸出日、及び、返却予定日が削除
される。また、当該車用部品の部品識別情報に対応付けられた保管店舗情報が、当該車用
部品を貸出した貸出店舗情報から当該車用部品の返却を受けた返却店舗情報に変更される
。また、個客データベースＤＢ２では、返却手続画面Ｇ２への上記の入力情報に基づいて
、当該個客の個客識別情報に対応付けられた履歴情報に、返却する当該車用部品の返却履
歴に関する返却履歴情報として、例えば、当該車用部品の部品識別情報、返却日、返却店
舗情報、部品取外依頼の有無、取外料金、取外料金の支払方法などの情報が互いに対応付
けて登録される。
【００７４】
　そして、管理サーバ３は、店舗端末４Ｂから受信した上記の各種情報に基づいて、部品
取外依頼が有るか否かを判定する（Ｓ４８）。その判定の結果、部品取外依頼が有る場合
（Ｓ４８でＹＥＳ）で、更に、取外料金の支払方法が自動引落である場合（Ｓ４９でＹＥ
Ｓ）は、管理サーバ３は、個客データベースＤＢ２の当該個客の個客識別情報に対応付け
られている決済口座情報から当該個客の決済口座を検索する。そして、管理サーバ３は、
決済機関サーバ６に対し、取外料金を、検索した個客の決済口座から管理サーバ３の管理
者の決済口座に引き落とすための引落処理を要求する（Ｓ５０）。この要求に対し、決済
機関サーバ６は、上記の引落処理を実行する（Ｓ５１）。そして、処理が終了する。なお
、ステップＳ４９の判定結果が自動引落でない（即ち店舗支払である）場合（Ｓ４９でＮ
Ｏ）は、上記のステップＳ５０，Ｓ５１が省略されて処理が終了する。
【００７５】
　なお、この動作説明では、車用部品の返却は、その車用部品の貸出が行われた店舗（例
えば店舗８Ａ）と別の店舗（例えば店舗８Ｂ）で行われたが、その車用部品の貸出が行わ
れた店舗で行われてもよい。
【００７６】
　次に図１０を参照して、個客が、貸出した車用部品を買取する場合の動作を説明する。
図１０に示すように、個客は、自分が保有する個客端末５を操作して管理サーバ３のウエ
ブサイトにアクセスして（Ｓ６１）、ウエブサイトの買取手続画面Ｇ３への画面切替操作
を行う（Ｓ６２）。この操作により、管理サーバ３は、買取手続画面Ｇ３のデータを個客
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端末５に送信して（Ｓ６３）、買取手続画面Ｇ３を個客端末５の表示部５ａに表示させる
（Ｓ６４）。
【００７７】
　そして図１１に示すように、個客は、個客端末５を操作して、買取手続のための各種情
報として、当該個客の個客識別情報、買取する車用部品の部品識別情報、買取日、買取料
金、及び、買取料金の支払方法を買取手続画面Ｇ３に入力する（Ｓ６５）。そして、個客
は、個客端末５を操作して、買取手続画面Ｇ３への入力情報を確定する（Ｓ６６）。
【００７８】
　そして、買取手続画面Ｇ３への入力情報が確定されると、個客端末５は、その入力情報
を管理サーバ３に送信する（Ｓ６７）。そして、管理サーバ３は、個客端末５から上記の
入力情報を受信すると、車用部品データベースＤＢ１に基づいて、当該買取される車用部
品が既に貸出予約されていないか否か（即ち買取可能であるか否か）を検索する（Ｓ６８
）。その検索の結果、当該車用部品が買取出可能でない場合（Ｓ６９でＮＯ）は、管理サ
ーバ３は、ステップＳ６５の買取手続のために入力された入力情報を無効にし（Ｓ７０）
、当該車用部品を買取できない旨の通知を個客端末５に送信し（Ｓ７１）、その通知内容
を個客端末５が個客に報知する（Ｓ７２）。そして、処理が終了する。
【００７９】
　他方、ステップＳ６９の検索の結果、当該車用部品が買取可能である場合（Ｓ６９でＹ
ＥＳ）は、管理サーバ３は、個客端末５から上記の入力情報に基づいて、車用部品データ
ベースＤＢ１及び個客データベースＤＢ２に登録された各種情報のうちの対応する情報を
更新する（Ｓ７３）。
【００８０】
　具体的には、車用部品データベースＤＢ１では、買取手続画面Ｇ３への上記の入力情報
に基づいて、当該車用部品の部品識別情報に対応付けられた部品側買取情報に買取済情報
が登録される。また、個客データベースＤＢ２では、買取手続画面Ｇ３への上記の入力情
報に基づいて、当該個客の個客識別情報に対応付けられた履歴情報に、買取する当該車用
部品の買取履歴に関する買取履歴情報として、例えば、当該車用部品の部品識別情報、買
取日、買取料金、買取料金の支払方法などの情報が互いに対応付けて登録される。
【００８１】
　そして、管理サーバ３は、個客端末５から受信した上記の入力情報に基づいて、車用部
品の買取料金の支払方法が自動引落であるか否かを判定する（Ｓ７４）。この判定結果が
自動引落である場合（Ｓ７４でＹＥＳ）は、管理サーバ３は、個客データベースＤＢ２の
当該個客の個客識別情報に対応付けられた決済口座情報から当該個客の決済口座を検索す
る。そして、管理サーバ３は、決済機関サーバ６に対し、買取料金を、検索した個客の決
済口座から管理サーバ３の管理者の決済口座に引き落とすための引落処理を要求する（Ｓ
７５）。この要求に対し、決済機関サーバ６は、上記の引落処理を実行する（Ｓ７６）。
そして、処理が終了する。
【００８２】
　なお、ステップＳ７４の判定結果が自動引落でない（即ち店舗支払である）場合（Ｓ７
４でＮＯ）は、上記のステップＳ７５，Ｓ７６が省略されて処理が終了する。なお、ステ
ップＳ７４の判定結果が自動引落でない場合は、個客が何れかの店舗８に出向いて、その
店舗８の受付で買取料金を支払うか、個客が管理サーバ３の管理者が指定する決済機関の
決済口座（即ち管理者の決済口座）に直接振り込むことになる。
【００８３】
　なお、上記の買取手続では、当該車用部品の買取手続前に当該車用部品の貸出予約が既
に入っている場合（Ｓ６９でＮＯ）は、当該買取よりも当該貸出予約を優先して、当該車
用部品は買取できない仕組みになっているが（Ｓ６８～Ｓ７２）、当該貸出予約よりも当
該買取を優先する場合は、図１２に示すように、ステップＳ６８～Ｓ７２が省略されてス
テップＳ６８ａ，Ｓ６９ａが追加される。
【００８４】
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　即ち、ステップＳ６７の後、管理サーバ３は、個客端末５から上記の入力情報を受信す
ると、車用部品データベースＤＢ１に基づいて、当該買取される車用部品が既に貸出予約
されているか否かを検索する（Ｓ６８ａ）。その検索の結果、当該車用部品が貸出予約さ
れている場合（Ｓ６８ａでＹＥＳ）は、管理サーバ３は、当該貸出予約をキャンセルして
無効とする（Ｓ６９ａ）。そして、処理がステップＳ７３に進む。他方、ステップＳ６８
ａの検索の結果、当該車用部品が貸出予約されていない場合（Ｓ６８ａでＮＯ）は、ステ
ップＳ６９ａが省略されて、処理がステップＳ７３に進む。
【００８５】
　なお、上記の買取手続の説明では、個客が自分の個客端末５から買取手続を行う場合で
説明したが、個客が店舗８に出向いて、店舗８の店員を介して店舗端末４から買取手続を
行うこともできる。この場合は、図１０のフローチャートにおいて、個客端末５で行われ
る処理が店舗端末４で行われる以外は同様になるため、詳細な説明は省略する。
【００８６】
　次に図１３を参照して、個客が車用部品一覧リストＧ０を閲覧する場合の動作を説明す
る。まず、管理サーバ３は、車用部品データベースＤＢ１に基づいて、車用部品一覧リス
トＧ０（図３）を事前に生成している（Ｓ８０）。そして、個客は、自分の個客端末５を
操作して管理サーバ３のウエブサイトにアクセスして（Ｓ８１）、ウエブサイトの車用部
品一覧リスト画面（即ち車用部品一覧リストＧ０を表示した画面）への画面切替操作を行
う（Ｓ８２）。この操作により、管理サーバ３は、車用部品データベースＤＢ１に基づい
て、車用部品一覧リストＧ０の内容を最新内容に更新し（Ｓ８３）、更新した車用部品一
覧リストＧ０が表示された車用部品一覧リスト画面を個客端末５に送信して（Ｓ８４）、
個客端末５の表示部５ａに表示させる（Ｓ８５）。そして、処理が終了する。
【００８７】
　個客は、自分の個客端末５で車用部品一覧リスト画面を閲覧することで、各店舗８に出
向かなくても、各店舗８でどのような車用部品を貸出することができるかや、それら各車
用部品の貸出状況（貸出中、買取済など）を確認することができる。
【００８８】
　なお、上記の車用部品一覧リストＧ０の閲覧操作の説明では、個客が自分の個客端末５
から閲覧操作を行う場合で説明したが、店舗８の店員が店舗端末４を操作して車用部品一
覧リストＧ０を閲覧することもできる。この場合は、図１３のフローチャートにおいて、
個客端末５で行われる処理が店舗端末４で行われる以外は同様になるため、詳細な説明は
省略する。
【００８９】
　次に図１４～図１７を参照して、個客が事前に車用部品の貸出予約しておいて当該車用
部品を貸出する場合の動作を説明する。　
　図１４に示すように、個客が、自分の個客端末５から管理サーバ３のウエブサイトの貸
出予約画面Ｇ５（図１６）にアクセスし、貸出予約画面Ｇ５で所望の車用部品の貸出予約
をする（Ｓ９１）。そして、個客は、予約した貸出予定日に、貸出予約をした店舗８に車
で出向いて（Ｓ９２）、その店舗８の店員に、貸出履行のための各種情報として、貸出予
定日、自分の個客識別情報、及び、貸出予約した車用部品の部品識別情報を提示する（Ｓ
９３）。この提示を受けて、店員は、店舗端末４から管理サーバ３のウエブサイトの貸出
予約確認画面にアクセスし、当該個客の当該貸出予約が本当にされているかを確認する（
Ｓ９４）。
【００９０】
　この確認の結果、当該個客の当該貸出予約が確認できない場合（Ｓ９５でＮＯ）は、処
理が終了する。他方、上記の確認の結果、当該個客の当該貸出予約が確認できた場合（Ｓ
９５でＹＥＳ）は、更に、貸出予約された車用部品の部品取付依頼が有る場合（Ｓ９６で
ＹＥＳ）で、更に、個客の支払方法が店舗支払である場合（Ｓ９７でＹＥＳ）は、店員は
、店舗８の受付で当該個客から当該支払料金（貸出料金、取付料金）の支払いを受ける（
Ｓ９８）。その後、店員が、個客の車両への当該車用部品の取り付けを行う（Ｓ９９）。
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そして、処理は終了する。他方、ステップＳ９７の支払方法が店舗支払でない（即ち自動
引落である）場合（Ｓ９７でＮＯ）は、ステップＳ９８が省略され、店員が、個客の車両
への当該車用部品の取り付けを行う（Ｓ９９）。そして、処理が終了する。
【００９１】
　他方、ステップＳ９５の確認の結果、貸出予約された車用部品の部品取付依頼が無い場
合（Ｓ９６でＮＯ）で、更に、個客の支払方法が店舗支払である場合（Ｓ１００でＹＥＳ
）は、店員は、店舗８の受付で当該個客から当該支払料金（貸出料金）の支払いを受ける
（Ｓ１０１）。その後、個客が、自分の車両への当該車用部品の取り付けを行う（Ｓ１０
２）。そして、処理は終了する。他方、ステップＳ１００の支払方法が店舗支払でない（
即ち自動引落である）場合（Ｓ１００でＮＯ）は、ステップＳ１０１が省略され、個客が
、自分の車両への当該車用部品の取り付けを行う（Ｓ１０２）。そして、処理が終了する
。
【００９２】
　次に図１５を参照して、図１４のステップＳ９１の貸出予約手続を詳しく説明する。ま
ず、個客は、自分の個客端末５を操作して管理サーバ３のウエブサイトにアクセスして（
Ｓ１２１）、ウエブサイトの貸出予約画面Ｇ５（図１６）への画面切替操作を行う（Ｓ１
２２）。この操作により、管理サーバ３は、貸出予約画面Ｇ５のデータを個客端末５に送
信して（Ｓ１２３）、貸出予約画面Ｇ５を個客端末５の表示部５ａに表示させる（Ｓ１２
４）。
【００９３】
　そして図１６に示すように、個客は、個客端末５を操作して、貸出予約のための各種情
報として、自分の個客識別情報、貸出予約する部品識別情報、貸出予約日、貸出予定日、
返却予定日、部品取付依頼の有無、支払料金（貸出料金、取付料金）の支払方法を貸出予
約画面Ｇ５に入力する（Ｓ１２５）。そして、個客は、個客端末５を操作して、貸出予約
画面Ｇ５への入力情報を確定する（Ｓ１２６）。
【００９４】
　そして、貸出予約画面Ｇ５への入力情報が確定されると、個客端末５は、その入力情報
を管理サーバ３に送信する（Ｓ１２７）。そして、管理サーバ３は、個客端末５から上記
の入力情報を受信すると、車用部品データベースＤＢ１に基づいて、当該貸出予約する車
用部品が既に、貸出期間が重なる貸出予約、又は買取がされていないか否か（即ち貸出予
約可能であるか否か）を検索する（Ｓ１２８）。その検索の結果、当該車用部品が貸出予
約可能でない場合（Ｓ１２９でＮＯ）は、管理サーバ３は、ステップＳ１０６の貸出予約
手続のために入力された入力情報を無効にし（Ｓ１３０）、当該車用部品を貸出予約でき
ない旨の通知を個客端末５に送信し（Ｓ１３１）、その通知内容を個客端末５が個客に報
知する（Ｓ１３２）。そして、処理が終了する。
【００９５】
　他方、ステップＳ１２９の検索の結果、当該車用部品が貸出予約可能である場合（Ｓ１
２９でＹＥＳ）は、管理サーバ３は、個客端末５から受信した上記の入力情報に基づいて
、車用部品データベースＤＢ１及び個客データベースＤＢ２に登録された各種情報のうち
の対応する情報を更新する（Ｓ１３３）。
【００９６】
　具体的には、車用部品データベースＤＢ１では、貸出予約画面Ｇ５への上記の入力情報
に基づいて、当該車用部品の部品識別情報に対応付けられた部品側貸出予約情報内の各情
報（即ち、貸出予約状況情報、貸出予約者情報、貸出予定日及び返却予定日）が更新され
る。また、個客データベースＤＢ２では、貸出予約画面Ｇ５への上記の入力情報に基づい
て、当該個客の個客識別情報に対応付けられた履歴情報に、貸出予約された当該車用部品
の貸出予約履歴に関する貸出予約履歴情報として、例えば、当該車用部品の部品識別情報
、貸出予約日、貸出予定日、返却予定日、貸出料金、貸出店舗情報、部品取付依頼の有無
、取外料金、支払料金の支払方法などの情報が互いに対応付けて登録される。
【００９７】
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　そして、管理サーバ３は、個客端末５から受信した上記の各種情報に基づいて、支払料
金（貸出料金、部品取付依頼が有る場合は更に取付料金）の支払方法が自動引落であるか
否かを判定する（Ｓ１３４）。その判定結果が自動引落である場合（Ｓ１３４でＹＥＳ）
は、管理サーバ３は、個客データベースＤＢ２の当該個客の個客識別情報に対応付けられ
ている決済口座情報から当該個客の決済口座を検索する。そして、管理サーバ３は、決済
機関サーバ６に対し、上記の支払料金を、検索した個客の決済口座から管理サーバ３の管
理者の決済口座に引き落とすための引落処理を要求する（Ｓ１３５）。この要求に対し、
決済機関サーバ６は、上記の引落処理を実行する（Ｓ１３６）。そして、処理が終了する
。なお、ステップＳ１３４の判定結果が自動引落でない場合（Ｓ１３４でＮＯ）は、上記
のステップＳ１３５，Ｓ１３６が省略されて処理が終了する。
【００９８】
　次に図１７を参照して、図１４のステップ９４の貸出予約の確認作業を詳しく説明する
。まず店員は、店舗８に設置された店舗端末４を操作して管理サーバ３のウエブサイトに
アクセスして（Ｓ１５１）、ウエブサイトの貸出予約確認画面への画面切替操作を行う（
Ｓ１５２）。この操作により、管理サーバ３は、上記の貸出予約確認画面のデータを店舗
端末４に送信して（Ｓ１５３）、貸出予約確認画面を店舗端末４の表示部４ａに表示させ
る（Ｓ１５４）。
【００９９】
　なお、貸出予約確認画面は、貸出予約者である個客の個客識別情報と、貸出予定日と、
貸出予約した車用部品の部品識別情報とが入力されると、これらの情報で特定される貸出
予約の内容を表示する検索画面である。
【０１００】
　そして店員は、店舗端末４を操作して、図１４のステップＳ９３で個客が提示した情報
に基づいて、貸出予約者である個客の個客識別情報と、貸出予定日と、貸出予約した車用
部品の部品識別情報とを貸出予約確認画面に入力する（Ｓ１５５）。そして、店舗端末４
は、貸出予約確認画面への入力情報を管理サーバ３に送信する（Ｓ１５６）。その入力情
報に対し、管理サーバ３は、個客データベースＤＢ２に登録された当該顧客の個客識別情
報に対応付けられた履歴情報のうち、上記の入力された部品識別情報及び貸出予定日に該
当する貸出予約履歴情報（例えば、貸出予約日、貸出予定日、返却予定日、部品取付依頼
の有無、支払方法、貸出店舗情報）を検索し（Ｓ１５７）、その検索結果を店舗端末４に
送信して（Ｓ１５８）、店舗端末４の表示部４ａに表示させる（Ｓ１５９）。
【０１０１】
　この表示された貸出予約の内容に基づいて、店員は、当該個客の予約内容を確認する（
Ｓ１６０）。そして、店員は、当該貸出予約された車用部品を当該個客に貸出した後、当
該貸出予約に対する貸出履行手続のための各種情報（例えば貸出履行日など）を店舗端末
４に入力する（Ｓ１６１）。店舗端末４は、この各種情報を管理サーバ３に送信する（Ｓ
１６２）。管理サーバ３は、貸出履行手続のための上記の各種情報に基づいて、車用部品
データベースＤＢ１及び個客データベースＤＢ２に登録された各種情報のうちの対応する
情報を更新する（Ｓ１６３）。そして、処理終了する。
【０１０２】
　なお、ステップＳ１６３では、具体的には、車用部品データベースＤＢ１では、当該車
用部品の部品識別情報に対応付けられた部品側貸出予約情報が、貸出予約者を貸出者とし
、貸出履行日を貸出日とし、貸出予約した車用部品を貸出した車用部品とした部品側貸出
情報に変更される。また、個客データベースＤＢ２では、貸出履行手続で入力された各種
情報に基づいて、当該個客の個客識別情報に対応付けられた履歴情報に、貸出履行した当
該車用部品の貸出履行履歴に関する貸出履行履歴情報として、例えば、貸出履行した車用
部品の部品識別情報、及び、貸出履行日などの情報が互いに対応付けて登録される。
【０１０３】
　なお、上記の貸出予約手続の説明では、個客が自分の個客端末５から貸出予約手続を行
う場合で説明したが、個客が店舗８に出向き、店舗８の店員を介して店舗端末４から貸出
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予約手続してもよい。この場合は、図１５のフローチャートにおいて、個客端末５で行わ
れる処理が店舗端末４で行われる以外は同様であるため、詳細な説明は省略する。
【０１０４】
　＜主要な効果＞　
　以上、この実施形態に係る車用部品提供システム１によれば、車用部品の貸出を管理す
る管理サーバ３と、個客に対して車用部品の貸出を行う店舗８に設置され、管理サーバ３
に通信接続された店舗端末４とを備え、管理サーバ３は、車用部品毎の貸出状況に関する
部品側貸出情報を含む車用部品データベースＤＢ１と、個客毎の車用部品の貸出返却履歴
に関する履歴情報を含む個客データベースＤＢ２とを備え、車用部品が個客に貸出される
とき、店舗端末４に、貸出手続として、当該貸出のための各種情報が入力され、この入力
に基づいて、管理サーバ３は、車用部品データベースＤＢ１の部品側貸出情報及び個客デ
ータベースＤＢ２の履歴情報を更新し、車用部品が個客から返却されたとき、店舗端末４
に、返却手続として、当該返却のための各種情報が入力され、この入力に基づいて、管理
サーバ３は、車用部品データベースＤＢ１の部品側貸出情報及び個客データベースＤＢ２
の履歴情報を更新する。
【０１０５】
　この構成によれば、車用部品を個客に貸出することができるため、販売するよりも安価
な価格で車用部品を個客に提供することができる。これにより、個客が各種の車用部品を
使用する機会が増加し、これにより、個客が各種の車用部品の性能を実感できる機会が増
加し、この結果、各種の車用部品の販売増加に寄与することができる。
【０１０６】
　また、車用部品の貸出状況が車用部品データベースＤＢ１で一括管理されるため、多種
多様な車用部品を扱っても、車用部品の管理を容易に行うことができる。また、個客によ
る車用部品の貸出返却履歴が個客データベースＤＢ２で一括管理されるため、各個客によ
る車用部品の貸出返却履歴を容易に管理することができる。
【０１０７】
　また、店舗端末４が設置された店舗８が複数箇所に設置されており、個客からの車用部
品の返却が、車用部品が貸出された店舗８とは別の店舗８で行われ、別の店舗８の店舗端
末４に返却手続が入力され、この入力に基づいて、管理サーバ３は、車用部品データベー
スＤＢ１の部品側貸出情報及び個客データベースＤＢ２の履歴情報を更新するため、個客
が車用部品を返却する際、車用部品が貸出された店舗８まで行く必要が無い。即ち、最寄
りの店舗８で返却できる。このため、車用部品を返却するために店舗８に行く負担を軽減
することができる。
【０１０８】
　また、管理サーバ３に通信接続可能な個客端末５を備え、個客データベースＤＢ２の履
歴情報は、個客の車用部品の買取履歴を含み、車用部品データベースＤＢ１は、車用部品
毎の買取状況に関する部品側買取情報を含み、車用部品が個客に買取されるとき、個客端
末５又は店舗端末４に、買取手続として、当該買取のための各種情報が入力され、その入
力に基づいて、管理サーバ３は、車用部品データベースＤＢ１の部品側買取情報及び個客
データベースＤＢ２の履歴情報を更新するため、個客端末５又は店舗端末４で買取手続を
行うことで、貸出した車用部品を買取に変更することができる。特に、個客が保有する個
客端末５で買取手続を行うことで、車用部品を店舗８まで返却しに行く手間を省くことが
できる。
【０１０９】
　また、管理サーバ３に通信接続可能な個客端末５を備え、個客データベースＤＢ２の履
歴情報は、個客の車用部品の貸出予約履歴を含み、車用部品データベースＤＢ１は、車用
部品毎の貸出予約状況に関する部品側貸出予約情報を含み、前記車用部品が個客に貸出予
約されるとき、個客端末５又は店舗端末４に、貸出予約手続として、当該貸出予約のため
の各種情報が入力され、この入力に基づいて、管理サーバ３は、車用部品データベースＤ
Ｂ１の部品側貸出予約情報及び個客データベースＤＢ２の履歴情報を更新するため、車用
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部品の貸出予約を行うことができる。これにより、個客が貸出したい日に、確実に、車用
部品を貸出することができる。即ち、他の個客に先に貸出されることを回避することがで
きる。
【０１１０】
　また、管理サーバ３に通信接続可能な個客端末５を備え、管理サーバ３は、個客端末５
又は店舗端末４に、車用部品を貸出するための貸出手続と共に車両への車用部品の取り付
けを依頼する部品取付依頼が入力された場合、その入力に基づいて、個客データベースＤ
Ｂ２の履歴情報に、部品取付依頼が有った旨の情報を追加するため、車両への車用部品の
取り付けを店舗の店員に依頼することができ、これにより、個客による車用部品の取付負
担を軽減することができる。また、部品取付依頼は個客データベースＤＢ２に登録される
ため、個客が部品取付依頼を行ったことを個客データベースＤＢ２で管理することができ
る。
【０１１１】
　また、管理サーバ３に通信接続可能な個客端末５を備え、管理サーバ３は、車用部品デ
ータベースＤＢ１に基づいて、車用部品一覧リストＧ０を生成し、個客端末５又は店舗端
末４からの車用部品一覧リストＧ０の閲覧要求に応じて、車用部品一覧リストＧ０を個客
端末５の表示部５ａ又は店舗端末４の表示部４ａに表示させるため、個客端末の表示部５
ａ又は店舗端末４の表示部４ａに車用部品一覧リストＧ０を表示させることができる。特
に個客端末５の表示部５ａに車用部品一覧リストＧ０を表示させる場合は、個客は、個客
端末５で、店舗８に行く前に事前に、自分が貸出したい車用部品が未貸出であるか否かを
確認することができる。この結果、店舗８に行ったけど、貸出したい車用部品が無いとい
う事態を回避することができる。
【０１１２】
　また、個客データベースＤＢ２は、個客毎の決済口座情報を含み、管理サーバ３は、個
客が車用部品の貸出料金の支払方法として自動引落を選択している場合、個客データベー
スＤＢ２に基づいて個客の決済口座情報を検索し、所定の決済機関サーバに対して、個客
の決済口座情報で指定された決済口座から管理サーバ３の管理者の決済口座に、貸出料金
を引き落とすための引落処理を行わせるため、車用部品の貸出料金を個客の決済口座から
管理者の決済口座に自動的に引き落すことができる。これにより、個客の貸出料金の支払
いの手間を省くことができる。
【０１１３】
　また、この発明の態様として、個客データベースＤＢ２は、個客毎の決済口座情報を含
み、管理サーバ３は、個客が車用部品の買取料金の支払方法として自動引落を選択してい
る場合、個客データベースＤＢ２に基づいて個客の決済口座情報を検索し、所定の決済機
関サーバに対して、個客の決済口座情報で指定された決済口座から管理サーバ３の管理者
の決済口座に、買取料金を引き落とすための引落処理を行わせるため、車用部品の買取料
金を個客の決済口座から管理者の決済口座に自動的に引き落すことができる。これにより
、個客の買取料金の支払いの手間を省くことができる。
【０１１４】
　なお、上記の実施形態では、店員が店舗端末４への入力操作を行う場合で説明したが、
個客が店舗端末４への入力操作を行って、店舗端末４から貸出手続、貸出予約手続、買取
手続、車用部品一覧リストの閲覧操作を行ってもよい。これにより、店舗端末４への入力
操作を行う店員を無くすことができ、これにより、人件費を削減することができる。
【０１１５】
　この発明は、上述の実施形態及び変形例の構成のみに限定されるものではなく、上述の
実施形態及び変形例の組み合わせも含み、多くの実施の形態を得ることができる。
【符号の説明】
【０１１６】
　１…車用部品提供システム
　３…管理サーバ
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　４…店舗端末
　５…個客端末
　８…店舗
　ＤＢ１…車用部品データベース
　ＤＢ２…個客データベース
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